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入 札 説 明 書 

 

北九州市上下水道局公告第  号に係る入札公告（令和６年４月２６日付）に基づく「検針等

機器保守業務委託」の入札については、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令」（平成７年政令第３７２号）及びその他の関係法令に定めるもののほか、この入

札説明書によるものとする。 

 

１  調達内容に関する事項 

（１） 調達件名  

「検針等機器保守業務委託」 

（２） 履行の内容等 

「検針等機器保守業務委託 調達仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

（３） 履行期間  

令和７年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

（４） 履行場所   

上下水道局長が指定する場所 

 

２ 契約に関する事務担当部局の名称及び所在地 

北九州市上下水道局総務経営部営業課（担当：調定係 小畑、坂元、米川） 

〒803-8510 北九州市小倉北区大手町１番１号 北九州市小倉北区役所庁舎西棟６階 

電 話 ０９３－５８２－３６２３ 

ＦＡＸ ０９３－５８２－３６００ 

電子メールアドレス sui-eigyou@city.kitakyushu.lg.jp 

 

３ 競争入札の参加資格に関する事項 

次の各号のいずれにも該当する者であること｡ 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

（２） 北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程

（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条において準用する北九州市物品等供給契

約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６

条第１項の有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

（３） 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第５号の電気通信事業者であるこ

と。 

（４） 日本国内において、過去２年間に１年以上、スマートフォンの調達及び保守業務を受

託した実績（スマートフォンの数量が１００台以上のものに限る。）があること。 

（５） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

 

４ 競争参加申請書の提出と参加資格の確認 

（１） この一般競争入札に参加を希望する者は、下記の書類を所定の期日までに提出し、参

加資格の確認を受けなければならない。 

この場合において、開札日の前日までの間に、北九州市上下水道局長から当該書類に関し

説明を求められた場合は、それに応じなければならない。なお、期日までに当該書類を提出

しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、この競争入札に参加することができな
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い。 

ア 提出書類  ：特定調達契約に係る競争参加申請書（以下「申請書」という。）１部 

なお、上記「３(３)及び（４）」を確認できる書類（金額等について黒塗 

り可）を添付すること。 

イ 提出場所 ：上下水道局総務経営部営業課 

ウ 提出期限 ：令和６年５月３１日 午後５時 

エ 申請書交付：公告の日から令和６年５月３１日まで（日曜日等を除く。）に上下水道

局総務経営部営業課で交付する。 

 

５ 供給品確認書の提出 

（１） この一般競争入札に応札するものは、下記の書類を所定の期日までに提出し、供給内容

の確認を受けなければならない。 

     この場合において、開札日の前日までの間に、北九州市上下水道局長から当該書類に関し説

明を求められた場合は、それに応じなければならない。なお、期日までに当該書類を提出しな

い者又は競争参加資格がないと認められた者は、この競争入札に参加することができない。 

ア 提出書類：供給品確認書 １部 

         なお、供給機器の仕様内容が確認できるカタログもしくはパンフレットを

添付すること。 

イ 提出場所：上下水道局総務経営部営業課 

ウ 提出期限：令和６年６月１４日 午後５時 

エ 資料交付：公告の日から令和６年６月１４日まで（日曜日等を除く。） 

に上下水道局総務経営部営業課で交付する。 

 

６ 仕様書等に関する事項 

（１） 仕様書等は、公告の日から令和６年５月３１日まで（日曜日等を除く。）、上下水道局

総務経営部営業課にて無償で交付する。 

（２） 仕様書等に質問がある場合は、書面持参、電子メール又はＦＡＸにより提出すること。 

ア 提出場所：上下水道局総務経営部営業課 

イ 提出期限：令和６年５月２８日 午後５時 

（３） （２）の質問に対する回答書は、上下水道局総務経営部営業課で令和６年５月３１日

までに入札説明会参加者全員に電子メール又はＦＡＸにて通知する。 

 

７ 入札説明会 

（１） 日時  令和６年５月２７日 午前１０時 

（２） 場所 北九州市小倉北区役所庁舎西棟地下２階 第一入札室 

（３） 入札参加者は、出席する人数をあらかじめ連絡すること。２名以上の出席については、 

会場の都合により人数を調整する場合があることを了解すること。 

 

８ 入札に関する事項 

（１） 日時 令和６年６月２１日 午前１０時 

（２） 場所 北九州市小倉北区役所庁舎西棟地下２階 第一入札室 

（３） 入札書の様式 当局所定の様式とする。 

（４） 郵送による入札書の提出方法 

ア 郵送方法：書留郵便に限る。入札書を郵送用封筒に入れ、その表に「６月２１日入札

分入札書在中」と朱書きすること。 
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イ 提出場所：上下水道局総務経営部営業課 

ウ 受領期限：令和６年６月２０日午後５時までに必着。受領期限までに到達しない入札

書は無効とする。 

（５） 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、北九州市上下水道局契約規程（昭

和３９年北九州市水道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する

契約規則第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（６） 入札金額積算内訳書 個別項目別（機器費、通信費、保守費など）の入札金額積算内

訳書を作成し、入札日に入札書とは別に提出すること。ただし、再度入札を行う場合は、提

出の必要はない。 

（７） 入札の手順等 本書に定めるもののほか、別添の「入札心得」による。 

 

８ 落札者の決定方法等 

（１） 契約規程において準用する契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格

の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 

 

９ 契約に関する事項 

（１） 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５条第７項第１号

又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（２） 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

（３） 契約書の作成 

ア  契約書は２通作成し、北九州市上下水道局及び契約の相手方（以下「受注者」という。）

が各１通を保有するものとし、まず受注者が契約書の案に記名押印を行い、当該契約

書の案の提出又は送付を受けて、北九州市上下水道局長がこれに記名押印した後、受

注者に当該契約書１通を送付する。 

イ 北九州市上下水道局長が、受注者とともに契約書に記名押印しなければ、この契約は

確定しないものとする。 

ウ 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

（４） 履行期間（期限） 令和７年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

１０ その他必要な事項 

（１） 競争入札参加者及び受注者が、この調達に関して要した費用については、すべて競争

入札参加者及び受注者が負担するものとする。 

（２） 入札説明書を入手した者は、これを当該入札以外の目的で使用してはならない。 

（３） この入札説明書及び仕様書は、開札後回収する。 


